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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体が装着される装着部と、
　該装着部に装着された記録媒体に対して情報信号の記録を行う記録部と、
　装着部に装着された記録媒体のアンローディングを指示するアンローディング操作部と
、
　付勢手段を介してアンローディング操作部に連結されると共に操作されたアンローディ
ング操作部の移動に伴って外筐に対してアンローディング操作部の移動方向と同じ方向に
移動されて記録媒体をアンローディング可能とするスライダーと、
　上記記録媒体への情報信号の記録時にスライダーの移動動作を規制し記録媒体のアンロ
ーディングを禁止する規制レバーとを備え、
　上記記録媒体への情報信号の記録時にアンローディング操作部の操作に伴って付勢手段
を介して移動されたスライダーが規制レバーに当接されることにより記録媒体のアンロー
ディングが禁止され、
　スライダーが規制レバーに当接した状態においてアンローディング操作部が操作された
ときに付勢手段が変形されて当該アンローディング操作部が移動されるようにした
　ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　上記付勢手段として圧縮コイルバネを用い、
　上記スライダーに圧縮コイルバネの一端を受けるバネ受部を設け、
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　操作されたアンローディング操作部の移動に伴って該アンローディング操作部の一部と
バネ受部との間で圧縮コイルバネを圧縮可能とした
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　上記外筐は本体ケースと該本体ケースを開閉するカバー体とを備え、
　アンローディング操作部の操作によってカバー体が動作されて本体ケースが開閉可能と
された
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は記録装置に関する。詳しくは、記録媒体に対して情報信号の記録を行うことが
できる記録装置についての技術分野に関する。
【０００２】
【従来の技術】
記録媒体に対して情報信号の記録及び記録された信号の再生を行うことができる記録再生
装置があり、例えば、携帯用の記録再生装置には、メカシャーシ等の各部材が配置された
本体ケースを開閉するカバー体が設けられているものがある。
【０００３】
記録再生装置には、薄い箱形のケース体内に円板状の記録媒体を収納して成るディスクカ
ートリッジを使用し、当該記録媒体に情報信号の記録を行うものがあり、このような記録
再生装置にあっては、通常、情報信号が全て記録された後に、ＴＯＣ（Table of content
s）情報と称される情報を記録してから記録動作が終了するようになっている。そして、
情報信号の再生を行う場合は、ＴＯＣ情報を検索し、このＴＯＣ情報を元に情報信号の再
生動作を行うようになっている。
【０００４】
具体的には、情報信号の記録終了時に操作者が停止釦を操作すると、情報信号の記録動作
が停止され、その直後にＴＯＣ情報が記録媒体の所定の領域に書き込まれるようになって
いる。
【０００５】
このような記録再生装置にあっては、情報信号の記録中にカバー体が開けられてしまうと
、停止釦が操作される前に記録動作が中断されてしまい、ＴＯＣ情報が書き込まれないた
め、情報信号の再生をすることができないという不具合を生じてしまう。
【０００６】
このため、記録再生装置にあっては、カバー体の開閉を行うためのオープン摘子を操作し
ても、情報信号の記録動作中はカバー体を開放することができないようにすることが一般
的に行われている。そして、その際、操作者がカバー体が開放されないため必要以上にオ
ープン摘子をスライド操作してカバー体のロック解除を行おうとしても、操作者に違和感
を与えず、また、操作者の誤解による機構の破損を防止することができるような機構があ
る。
【０００７】
このような従来の機構として、図２６乃至図２８に示す機構がある。
【０００８】
記録再生装置は外筐内に所要の各部材及び各機構が配置されて成り、外筐は本体ケースａ
と該本体ケースａを開閉する図示しないカバー体とから成る。本体ケースａの内部にはメ
カシャーシｂが配置され、該メカシャーシｂの側面部の外面には規制レバーｃが前後方向
に移動自在に支持されており、記録媒体に対する情報信号の記録時に規制レバーｃが移動
範囲における前端まで移動されるようになっている。
【０００９】
メカシャーシｂの前面部には左右方向へ移動可能なスライダーｄが支持されており、該ス
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ライダーｄには後方へ突出されたバネ掛け突部ｅが設けられている。そして、スライダー
ｄの右端部にはメカシャーシｂの内面側に突出された被規制突部ｆが設けられている。
【００１０】
メカシャーシｂの前面部には、該メカシャーシｂを挟んでスライダーｄの反対側に左右方
向に移動自在にオープンレバーｇが支持され、該オープンレバーｇの一端部とスライダー
ｄのバネ掛け突部ｅとの間に引張コイルバネｈが張設されている。また、オープンレバー
ｇの一端部には、本体ケースａの前面部に左右方向にスライド自在に支持されたオープン
摘子ｉの押圧突部ｊが当接され、オープン摘子ｉの矢印Ｒ方向へのスライド操作に伴って
オープンレバーｇが矢印Ｒ方向へ移動され、これによってカバー体が回動されて本体ケー
スａが開放されるようになっている。
【００１１】
尚、スライダーｄは引張コイルバネｈよりバネ力の弱い図示しないバネ部材によって矢印
Ｌ方向へ付勢されており、オープン摘子ｉに対する操作が為されていないときには、バネ
部材によって矢印Ｌ方向側へ付勢されて移動範囲における左端に位置されている。そして
、スライダーｄが移動範囲における左端に位置されている状態において、カバー体が本体
ケースａを閉塞する閉塞位置にロックされている。
【００１２】
カバー体の閉塞位置へのロックを解除するには、記録媒体に対する情報信号の記録時以外
のときには、オープン摘子ｉを矢印Ｒ方向へスライド操作することにより為される。
【００１３】
記録媒体に対する情報信号の記録時には、上記したように規制レバーｃが移動範囲におけ
る前端まで移動される。そして、情報信号の記録時に操作者が誤ってオープン摘子ｉを矢
印Ｒ方向へスライド操作すると、押圧突部ｊがオープンレバーｇを矢印Ｒ方向へ押圧しス
ライダーｄが矢印Ｒ方向へ移動するが、該スライダーｄが所定量だけ移動されたところで
被規制突部ｆが前方へ移動されている規制レバーｃに当接し、スライダーｄの矢印Ｒ方向
への移動が規制される（図２７参照）。このスライダーｄの移動が規制された状態におい
ては、カバー体のロック状態は解除されておらず、従って、カバー体は回動されず本体ケ
ースａは開放されない。
【００１４】
このように情報信号の記録中に、オープン摘子ｉを誤ってスライド操作しても、カバー体
が誤って回動されて本体ケースａが開放されるようなことがないため、記録動作が中断さ
れてＴＯＣ情報が書き込まれないという不具合を回避することができる。
【００１５】
スライダーｄの矢印Ｒ方向への移動が規制された状態において、操作者がさらにオープン
摘子ｉを矢印Ｒ方向へスライド操作しようとすると、スライダーｄは規制レバーｃによっ
て移動が規制されているためこれ以上矢印Ｒ方向へ移動されないが、オープン摘子ｉは押
圧突部ｊがオープンレバーｇを矢印Ｒ方向へ押圧するため、引張コイルバネｈが伸長され
る分、矢印Ｒ方向へ移動される（図２８参照）。従って、操作者がスライダーｄの矢印Ｒ
方向への移動が規制された状態から必要以上にオープン摘子ｉをスライド操作してカバー
体のロック解除を行おうとしても、操作者に違和感を与えず、また、操作者の誤解による
機構の破損を防止することができるようになっている。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記した従来の記録再生装置にあっては、情報信号の記録中に誤って操作した
場合の不具合を解消するための機構として、規制レバーｃ、スライダーｄ、オープンレバ
ーｇ及び引張コイルバネｈという構成部品が必要であり、部品点数が多いという問題があ
り、また、部品点数が多い分、各部品の組付作業に手間がかかり作業効率も悪いという問
題があった。
【００１７】
そこで、本発明は、部品点数の低減及びそれによる組付作業の効率の向上を図りつつ、カ
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バー体のロック解除が禁止されているときにロック解除のための操作を行っても操作者に
違和感を与えず、また、操作者の誤解による機構の破損を防止することを課題とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　本発明記録装置は、上記した課題を解決するために、記録媒体が装着される装着部と、
該装着部に装着された記録媒体に対して情報信号の記録を行う記録部と、装着部に装着さ
れた記録媒体のアンローディングを指示するアンローディング操作部と、付勢手段を介し
てアンローディング操作部に連結されると共に操作されたアンローディング操作部の移動
に伴って外筐に対してアンローディング操作部の移動方向と同じ方向に移動されて記録媒
体をアンローディング可能とするスライダーと、上記記録媒体への情報信号の記録時にス
ライダーの移動動作を規制し記録媒体のアンローディングを禁止する規制レバーとを設け
たものである。
【００１９】
　従って、本発明記録装置にあっては、記録媒体への情報信号の記録時にアンローディン
グ操作部の操作に伴って付勢手段を介して移動されたスライダーが規制レバーに当接され
ることにより記録媒体のアンローディングが禁止され、スライダーが規制レバーに当接し
た状態においてアンローディング操作部が操作されたときに付勢手段が変形されて当該ア
ンローディング操作部が移動される。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を添付図面に従って説明する。尚、以下に示した実施の形態
は、直径が略６４ｍｍの光磁気ディスクに対する記録及び再生を行うことのできるディス
ク記録再生装置に適用したものである。
【００２１】
ディスク記録再生装置１は、樹脂材料によって形成された外筐２内に所要の各部材及び各
機構が配置されて成り、外筐２は上面が開放された薄い箱状をした本体ケース３と該本体
ケース３に後端部を支点として回動自在に設けられ本体ケース３の上面を開閉するカバー
体４とから成る（図１及び図３参照）。
【００２２】
外筐２内には、本体ケース３にメカシャーシ５が配置されている（図３及び図４参照）。
そして、メカシャーシ５には後端部を支点としてホルダー６が回動自在に支持されている
（図３及び図５参照）。ホルダー６は、カバー体４が本体ケース３に対して回動動作する
ときに、後述する光磁気ディスクを有するディスクカートリッジを保持して当該光磁気デ
ィスクを後述する所定の装着部（ディスクテーブル）に装着する装着位置と該ディスク装
着部から離間しディスクカートリッジの挿脱を行う挿脱位置との間を移動する。
【００２３】
本体ケース３の底面部の前端部には横長の略矩形状を為す開口３ａが形成されている（図
６参照）。そして、本体ケース３の前面部の上縁には左右に離間して係合凹部３ｂ、３ｂ
、・・・が形成されている（図６参照）。また、本体ケース３の前面部の左右方向におけ
る中央部には、摘子支持孔３ｃが形成されている（図６及び図１７参照）。
【００２４】
カバー体４の上面の略左半部は、後述する各操作釦が配置される釦配置部４ａとして形成
され、該釦配置部４ａには表示部配置孔７と複数の釦配置孔８、８、・・・が形成されて
いる（図２参照）。
【００２５】
表示部配置孔７は、横長の略矩形状を為しカバー体４の前端部に寄った位置に形成されて
いる。釦配置孔８、８、・・・は、表示部配置孔７の直ぐ左側に形成されたサーチ釦配置
孔８ａと、該サーチ釦配置孔８ａの略後側に形成された記録釦配置孔８ｂと、カバー体４
の後端部でその左端部に形成されたエンター釦配置孔８ｃと、カバー体４の後端かつ左端
の点である隅角点Ｐを中心として円弧状に延びるメニュー釦配置孔８ｄと、隅角点Ｐを中
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心として円弧状に延びメニュー釦配置孔８ｄより外側に形成された主釦配置孔８ｅ、８ｅ
と、隅角点Ｐを中心として円弧状に延び主釦配置孔８ｅ、８ｅより外側に形成された音量
釦配置孔８ｆ、８ｆとから成る。
【００２６】
カバー体４の釦配置部４ａの下面には、ネジ穴を有する取付用ボス４ｂ、４ｂ、４ｂが所
定の位置に設けられている（図７参照）。
【００２７】
カバー体４の釦配置部４ａの下面側には操作部９が配置される（図７参照）。操作部９は
各部が樹脂材料によって一体に形成されて成り、表面に金属メッキ、例えば、アルミニウ
ム材料によるメッキ処理が施されている（図８及び図９照）。
【００２８】
操作部９は、外形が略矩形状を為す板状の基部１０と該基部１０に形成された所定の形状
を有する孔１０ａ、１０ａ、・・・内に位置される各操作釦１１、１１、・・・とを有し
ている。各操作釦１１、１１、・・・は、カバー体４に形成された各釦配置孔８、８、・
・・に対応して設けられ、基部１０の前端部でその左端部に設けられたサーチ釦１１ａと
、該サーチ釦１１ａの略後側に設けられた記録釦１１ｂと、基部１０の後端部でその左端
部に設けられたエンター釦１１ｃと、基部１０の後端かつ左端を中心として円弧状に延び
るメニュー釦１１ｄ、１１ｄと、基部１０の後端かつ左端を中心として円弧状に延びメニ
ュー釦１１ｄ、１１ｄより外側に設けられた主釦１１ｅ、１１ｅ、１１ｅと、基部１０の
後端かつ左端を中心として円弧状に延び主釦１１ｅ、１１ｅ、１１ｅより外側に設けられ
た音量釦１１ｆ、１１ｆとから成る。そして、各操作釦１１、１１、・・・の下面には、
それぞれ押圧突起１２、１２、・・・が設けられている。
【００２９】
尚、サーチ釦１１ａは記録された情報信号のエンド情報等の検索を行うための操作釦であ
り、記録釦１１ｂは情報信号の記録を行うための操作釦であり、エンター釦１１ｃは記録
された情報信号の各種の編集を行うための操作釦であり、メニュー釦１１ｄ、１１ｄは編
集メニューの表示や再生位置の先送り又は後戻りを行うための操作釦であり、主釦１１ｅ
、１１ｅ、１１ｅはそれぞれ記録された情報信号の再生、記録及び再生等の終了、記録及
び再生等の一時停止を行うための操作釦であり、音量釦１１ｆ、１１ｆは再生音量の変更
を行うための操作釦である。
【００３０】
各操作釦１１、１１、・・・は、孔１０ａ、１０ａ、・・・内において基部１０に弾性を
有する板状の支持片１３、１３、・・・を介して上下方向へ変位自在に支持されており、
各上面が基部１０より上方に位置されている。
【００３１】
操作部９の基部１０の下面には、円弧状を為す接続用リブ１０ｂ、１０ｂ、１０ｂが設け
られ、また、所定の位置から挿通部１０ｃが下方へ向けて突設されている（図７及び図９
参照）。
【００３２】
操作部９は、サーチ釦１１ａ、記録釦１１ｂ、エンター釦１１ｃ、メニュー釦１１ｄ、１
１ｄ、主釦１１ｅ、１１ｅ、１１ｅ及び音量釦１１ｆ、１１ｆが、それぞれカバー体４の
サーチ釦配置孔８ａ、記録釦配置孔８ｂ、エンター釦配置孔８ｃ、メニュー釦配置孔８ｄ
、主釦配置孔８ｅ、８ｅ及び音量釦配置孔８ｆ、８ｆ内に配置される（図１参照）。そし
て、このように配置された状態において、接続用リブ１０ｂ、１０ｂ、１０ｂが、それぞ
れカバー体４の下面に設けられた取付用ボス４ｂ、４ｂ、４ｂを側方から囲むように位置
され、接続用リブ１０ｂ、１０ｂ、１０ｂの下面は、取付用ボス４ｂ、４ｂ、４ｂの下面
より僅かに下方に位置される（図７及び図１１参照）。
【００３３】
操作部９の下面側には操作回路基板１４が配置され、該操作回路基板１４はネジ止めによ
りカバー体４に取り付けられる（図７及び図１０参照）。操作回路基板１４の前端部上面
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には液晶表示部１５が設けられている。そして、操作回路基板１４には、操作部９の各操
作釦１１、１１、・・・にそれぞれ対応する位置に、各操作釦１１、１１、・・・に対す
る操作により押圧突起１２、１２、・・・によって押圧されて接点が接続されるスイッチ
１４ａ、１４ａ、・・・が設けられている。また、操作回路基板１４の左端部には挿通孔
１４ｂが形成されている。さらに、操作回路基板１４には、カバー体４の取付用ボス４ｂ
、４ｂ、４ｂに対応する位置に、それぞれネジ挿通孔１４ｃ、１４ｃ、１４ｃが形成され
、該ネジ挿通孔１４ｃ、１４ｃ、１４ｃの開口縁に円弧状を為す電気的接点１４ｄ、１４
ｄ、１４ｄが設けられている。
【００３４】
操作回路基板１４は取付ネジ１６、１６、１６によって操作部９が配置されたカバー体４
に取り付けられる（図７及び図１１参照）。そして、操作回路基板１４がカバー体４に取
り付けられると、液晶表示部１５がカバー体４の表示部配置孔７内に位置される（図１参
照）。また、操作部９の挿通部１０ｃが操作回路基板１４の挿通孔１４ｂから下方へ突出
される（図７参照）。
【００３５】
操作部９がカバー体４に配置された状態においては、上記したように、接続用リブ１０ｂ
、１０ｂ、１０ｂの下面が取付用ボス４ｂ、４ｂ、４ｂの下面より僅かに下方に位置され
ているため、操作回路基板１４がカバー体４に取り付けられると、操作回路基板１４の電
気的接点１４ｄ、１４ｄ、１４ｄと操作部９の接続用リブ１０ｂ、１０ｂ、１０ｂとが確
実に接触される（図１１参照）。そして、操作回路基板１４の後端部にはフレキシブルプ
リント基板１７の一端部が接続され（図１０参照）、該フレキシブルプリント基板１７の
他端部が後述する制御回路基板に接続される。尚、フレキシブルプリント基板１７にはア
ース専用のパターンが設けられている。
【００３６】
上記したように、操作部９の各操作釦１１、１１、・・・は、カバー体４の略左半部の部
分である釦配置部４ａに集合されて配置され、また、メニュー釦１１ｄ、１１ｄと主釦１
１ｅ、１１ｅ、１１ｅと音量釦１１ｆ、１１ｆとが、カバー体４の隅角点Ｐを中心として
円弧状に配列されるため、操作者はディスク記録再生装置１を把持したまま、その把持し
た指、例えば、親指を適宜に動かすだけで各操作釦１１、１１、・・・の操作を行うこと
ができ、操作性の向上を図ることができる（図１２参照）。
【００３７】
特に、ディスク記録再生装置１はリモコン装置を有しておらず、全ての操作を直接指等で
押圧等して操作することとなり、このようにリモコン装置を有しない記録再生装置を使用
する場合には、操作者が記録再生装置を把持した指を適宜に動かすだけで各操作釦１１、
１１、・・・の操作を行うことができるようにされていることは、極めて便利なものとな
る。
【００３８】
メカシャーシ５は板状の金属材料によって形成され、その中央部にはスピンドルモーター
１８が支持され、該スピンドルモーター１８のモーター軸の上端部にディスクテーブル１
９が固定されており（図３及び図４参照）、該ディスクテーブル１９は光磁気ディスクが
装着される装着部としての役割を果たす。メカシャーシ５には、スピンドルモーター１８
が配置された部分から右側縁にかけて大きな開口部５ａが形成され、該開口部５ａから上
方を臨むようにして光学ピックアップ２０がディスクテーブル１９に装着される光磁気デ
ィスクの半径方向に移動自在にされている（図３及び図４参照）。
【００３９】
光学ピックアップ２０は移動ベース２１上に対物レンズを有する２軸アクチュエーター２
２が配置されて成り、移動ベース２１の一端部がメカシャーシ５の下面側に配設されたガ
イド軸２３に摺動自在に支持され、移動ベース２１の他端部に設けられた図示しないナッ
ト部がリードスクリュー２４に係合されている。従って、図示しない送りモータの駆動に
よってリードスクリュー２４が回転されると、該リードスクリュー２４と係合しているナ
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ット部がリードスクリュー２４の軸方向に送られ、光学ピックアップ２０が光磁気ディス
クの半径方向へ移動される。
【００４０】
ガイド軸２３の一端部にはピニオン２５が固定されており（図５及び図２４参照）、図示
しない回転駆動機構の駆動によってピニオン２５がガイド軸２３と一体に回転されるよう
になっている。
【００４１】
メカシャーシ５の右側面には立壁部５ｂが設けられ、該立壁部５ｂには前後方向に離間し
て支持ピン５ｃ、５ｃが設けられている（図５、図１３及び図２４参照）。そして、立壁
部５ｂには、支持ピン５ｃ、５ｃを介して規制レバー２６が前後方向に移動自在に支持さ
れている。
【００４２】
規制レバー２６には、前後に離間して前後方向に長い被支持孔２６ａ、２６ａが形成され
、該被支持孔２６ａ、２６ａに支持ピン５ｃ、５ｃが挿入され、これにより規制レバー２
６が前後方向へ移動自在に支持されている。そして、規制レバー２６の前端寄りの部分の
下縁にはラック２６ｂが形成されている。また、規制レバー２６の前端部は規制部２６ｃ
として設けられている。
【００４３】
上記ガイド軸２３の一端部に固定されたピニオン２５が規制レバー２６のラック２６ｂと
噛合されている。従って、回転駆動機構の駆動によってガイド軸２３とピニオン２５とが
一体に回転されると、その回転方向に応じて規制レバー２６が前後方向へ移動される（図
１３及び図１４参照）。
【００４４】
上記した記録釦１１ｂが操作されると、回転駆動機構の駆動によってピニオン２５が回転
され、後方側に位置されていた規制レバー２６が前方へ移動され、移動範囲の前端である
記録位置に達する（図１４参照）。また、光磁気ディスクに対する記録動作が終了すると
、回転駆動機構の駆動によって、ピニオン２５が上記した場合と反対方向に回転され、規
制レバー２６が記録位置から後方へ移動され、移動範囲の後端である非記録位置に達する
（図１３参照）。
【００４５】
本体ケース３には、メカシャーシ５の下面に取り付けられる制御回路基板２７が配置され
、該制御回路基板２７の下面の所定の位置に調整用接点２７ａ、２７ａ、・・・が設けら
れている（図１５、図１６及び図２５参照）。そして、制御回路基板２７にはディスク記
録再生装置１の動作制御をするための所定の制御回路が設けられ、制御回路基板２７は上
記フレキシブルプリント基板１７を介して操作回路基板１４と接続される（図２５参照）
。
【００４６】
本体ケース３の前端部には、電池収納部２８が設けられている（図１５及び図１６参照）
。電池収納部２８は、本体ケース３の底面部の前端部に形成された横長の上記開口３ａを
その上方側から収納ケース２９が覆うようにして配置されると共に収納ケース２９に形成
された開口が本体ケース３の底面部に回動自在に支持された開閉蓋３０によって閉塞され
ることにより形成される。
【００４７】
電池収納部２８には、開口３ａの後側開口縁から前方へ向けて突出された取付片３１、３
１が設けられ、該取付片３１、３１にはそれぞれ取付孔３１ａ、３１ａが形成されている
（図６、図１５及び図１６参照）。そして、一方の取付片３１には、後述する調整用治具
の接続端子が挿入される挿入孔３１ｂが形成されている。
【００４８】
収納ケース２９は外筐２と同じ樹脂材料によって形成され、下方に開口された横長の収納
部３２と該収納部３２の前面に一体に設けられ横長の略矩形状を為す支持板部３３とを有
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している（図６参照）。収納部３２の後側開口縁には下方へ突出された被取付片３２ａ、
３２ａが左右に離間して設けられている（図１５及び図１６参照）。支持板部３３の上縁
には、断面形状で下方に開口されたコ字状を為す係合片３３ａ、３３ａ、・・・が設けら
れている（図６参照）。そして、支持板部３３には左右に離間して左右方向に長い案内支
持孔３３ｂ、３３ｂが形成されている（図６参照）。また、案内支持孔３３ｂ、３３ｂが
形成された部分は下方に突出され、その下縁が摺動支持部３３ｃ、３３ｃとして設けられ
ている（図６参照）。
【００４９】
収納ケース２９は被取付片３２ａ、３２ａが上記取付片３１、３１の取付孔３１ａ、３１
ａに挿入されると共に係合片３３ａ、３３ａ、・・・がそれぞれ本体ケース３の前面部に
形成された係合凹部３ｂ、３ｂ、・・・に係合され、ネジ止め等の適宜の手段によって本
体ケース３内において開口３ａをその上方側から覆うようにして取り付けられる。そして
、収納ケース２９は、支持板部３３が本体ケース３の前面部に対向して配置される。
【００５０】
開閉蓋３０は収納ケース２９と同様に外筐２と同じ樹脂材料によって形成されており、長
手方向の両端部に被支持軸３０ａ、３０ａが一体に設けられている（図１６参照）。そし
て、開閉蓋３０は、被支持軸３０ａ、３０ａが本体ケース３の開口３ａの側方側の開口縁
のうち後端部に回動自在に支持され、本体ケース３に対して開閉蓋３０が回動されること
により電池収納部２８が開閉される。
【００５１】
開閉蓋３０が回動され閉塞されていた電池収納部２８が開放された状態において、電池、
例えば、単三形電池３４の電池収納部２８への装着又は取出を行うことができる。そして
、電池収納部２８が開放された状態においては、開閉蓋３０によって閉塞されていた本体
ケース３の取付片３１、３１が外部から臨まされ、一方の取付片３１に形成された挿入孔
３１ｂが露出される（図１５及び図１６参照）。
【００５２】
挿入孔３１ｂの真上の位置には、上記制御回路基板２７の調整用接点２７ａ、２７ａ、・
・・が位置されており、調整用治具３５を用いてディスク記録再生装置１の外部から電気
的な調整を行うことができる。即ち、調整用治具３５には調整用の接続端子３５ａ、３５
ａ、・・・が設けられており、該接続端子３５ａ、３５ａ、・・・を取付片３１に形成さ
れた挿入孔３１ｂから挿入して調整用接点２７ａ、２７ａ、・・・に接触させ、これによ
り電気的な調整を行うことができる。
【００５３】
このようにディスク記録再生装置１にあっては、電池収納部２８に挿入孔３１ｂを形成す
ることにより、電池収納部２８を開放すれば調整用治具３５を用いて外部から電気的な調
整を行うことが可能であり、本体ケース３とカバー体４とを分離して調整を行うような必
要がなく、調整作業が容易であり作業効率の向上を図ることができる。特に、ディスク記
録再生装置１のようにリモコン装置を有しないためリモコン装置からの制御回路基板２７
への信号を入力できない場合には、極めて便利である。
【００５４】
また、電気的な調整を行わない場合には、開閉蓋３０によって電池収納部２８が閉塞され
るため、取付片３１やこれに形成された挿入孔３１ｂが露出されることがなく、ディスク
記録再生装置１の通常の使用状態で塵埃等が外筐２の内部に侵入することがなく、また、
外観も良好なものとなる。
【００５５】
調整用治具３５を用いた電気的な調整は、例えば、電源調整、電圧調整等の他、サーボ調
整をも行うことができ、これらの各調整をディスク記録再生装置１の外部から容易に行う
ことができる。
【００５６】
尚、開閉蓋３０は上記したように樹脂材料によって形成されており、僅かに撓めて被支持
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軸３０ａ、３０ａに対する支持状態を解除することにより、本体ケース３への取付又は取
り外しを行うことができる。従って、電気的な調整も開閉蓋３０を本体ケース３から取り
外した状態で行うことができ（図１６参照）、開閉蓋３０を取り外せば調整時に調整用治
具３５が開閉蓋３０と干渉することがあり得ないため、調整作業を一層適正かつ確実に行
うことができる。
【００５７】
また、ディスク記録再生装置１に電源として用いられる電池は電池の中でも最も汎用性が
高い単三形電池３４であり、収納ケース２９、開閉蓋３０及び本体ケース３に設けられる
取付片３１、３１等の設計が容易であり、電気的調整を行うための設計の効率の向上を図
ることができる。
【００５８】
本体ケース３の前面部に形成された上記摘子支持孔３ｃには、アンローディング操作部と
して機能するオープン摘子３６が左右方向へスライド自在に支持されている（図３及び図
１８参照）。オープン摘子３６は被操作部３６ａと該被操作部３６ａの後面から後方へ突
出されさらに右方へ折り曲げられた押圧片３６ｂとを有している。そして、被操作部３６
ａの後面には、先端部に係合爪を有する被支持突片３６ｃ、３６ｃ、・・・が摘子支持孔
３ｃに前方から挿入され、係合爪が摘子支持孔３ｃの後側開口縁に摺動自在に係合される
ことによりオープン摘子３６が本体ケース３の前面部に左右方向にスライド自在に支持さ
れる。
【００５９】
オープン摘子３６がスライド自在に支持された状態においては、押圧片３６ｂが本体ケー
ス３の内部に位置される。そして、オープン摘子３６を右方へ移動させることによって、
情報信号の記録中以外の場合には、カバー体４の本体ケース３の上面を閉塞する閉塞位置
へのロックが解除されるようになっている。
【００６０】
上記収納ケース２９の支持板部３３には、金属材料によって各部が一体に形成されたスラ
イダー３７が左右方向に移動自在に支持されている（図５、図１９、図２０及び図２４参
照）。
【００６１】
スライダー３７は左右方向に長い本体部３８を有し、該本体部３８の左右方向における略
中央部の上縁から傾斜縁を有するロック爪３９が突設されている。そして、本体部３８の
上縁にはロック爪３９を挟んで左右に離間して被支持片部３８ａ、３８ａが設けられ、ま
た、下縁には左右に離間して断面形状で凹部状を為す被支持部３８ｂ、３８ｂが設けられ
ている。また、本体部３８には円形状を為す打出状の被支持突部３８ｃ、３８ｃが左右に
離間して設けられている。
【００６２】
本体部３８の背面側にはバネ支持部４０が設けられている。バネ支持部４０は右側に位置
する右側支持部４１とその左側に位置する左側支持部４２とから成る。そして、右側支持
部４１は本体部３８に連続する上下方向の幅が広いバネ受部４１ａと該バネ受部４１ａに
連続し左方へ突出する細幅の挿入支持部４１ｂとから成る。また、左側支持部４２は本体
部３８の下縁から折り曲げられた底面部４２ａと該底面部４２ａの左端から上方へ突出さ
れたバネ当部４２ｂとを有し、底面部４２ａの後縁には上方へ突出された後側押さえ部４
２ｃが設けられ、バネ当部４２ｂには挿入用スリット４２ｄが形成されている。
【００６３】
本体部３８には後方へ突出された舌片状を為す上側押さえ部３８ｄが設けられ、該上側押
さえ部３８ｄはバネ受部４２ｂの上端と同じ高さ位置で、かつ、バネ当部４２ｂの直ぐ右
側に位置されている。そして、本体部３８の右端からは右斜め後方へ向けて被規制突部４
３が突設されている。また、本体部３８の下縁の左端寄りの位置にはバネ掛け片３８ｅが
設けられている。
【００６４】
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バネ支持部４０には圧縮コイルバネ４４が支持される。圧縮コイルバネ４０には、その一
端側から挿入支持部４１ｂが挿入されて一端がバネ受部４１ａに弾接されると共に他端が
バネ当部４２ｂに弾接されることによって支持される。そして、圧縮コイルバネ４４がこ
のように支持された状態において、上下からそれぞれ上側押さえ部３８ｄと底面部４２ａ
とによって圧縮コイルバネ４４が押さえられ、また、前後からそれぞれ本体部３８と後側
押さえ部４２ｃとによって圧縮コイルバネ４４が押さえられ、これによりバネ支持部４０
からの圧縮コイルバネ４４の脱落が防止される。
【００６５】
スライダー３７は被支持突部３８ｃ、３８ｃがそれぞれ収納ケース２９の支持板部３３の
案内支持孔３３ｂ、３３ｂに挿入されて支持され、また、被支持片部３８ａ、３８ａがそ
れぞれ支持板部３３に形成され下方に開口された断面形状で凹部状を為す係合片３３ａ、
３３ａに側方から挿入されて摺動自在に支持されると共に断面形状で凹部状を為す被支持
突部３８ｃ、３８ｃに摺動支持部３３ｃ、３３ｃが側方から挿入されて被支持突部３８ｃ
、３８ｃが摺動支持部３３ｃ、３３ｃに摺動自在に支持され、これにより支持板部３３に
対して左右方向にスライド可能とされる（図５及び図２４参照）。従って、スライダー３
７の一部を支持板部３３に支持させた後、支持された部分にカシメを施してスライダー３
７の支持板部３３からの脱落を防止するような必要がなく、作業効率の向上を図ることが
できる。尚、ロック爪３９は本体ケース３から上方へ突出される（図３及び図１８参照）
。
【００６６】
スライダー３７が支持板部３３に摺動自在に支持された状態においては、本体ケース３の
前面部に支持されたオープン摘子３６の押圧片３６ｂがスライダー３７の左側支持部４２
に形成された挿入用スリット４２ｄを挿通されて圧縮コイルバネ４４の他端に接する。そ
して、スライダー３７のバネ掛け片３８ｅと本体ケース３内に配置されたメカシャーシ５
の左端部前端に設けられた図示しないバネ掛け部との間に引張コイルバネ４５が張設され
、該引張コイルバネ４５の引張力は上記圧縮コイルバネ４４の伸張力より弱くされている
。上記オープン摘子３６に右方への力が付与されていないときは、引張コイルバネ４５の
引張力によってスライダー３７は移動範囲の左端に位置している（図２１参照）。
【００６７】
上記カバー体４の前端部の内面にはロック部材４６が取着され、該ロック部材４６には正
面から見て右方へ突出され傾斜縁を有する係止部４６ａが形成されている（図３及び図１
８参照）。
【００６８】
カバー体４を図３及び図１８に示す開放位置から下方へ回動していくと、ロック部材４６
が上記スライダー３７のロック爪３９の傾斜縁と当接しロック爪３９を引張コイルバネ４
５の付勢力に抗して右方へ押圧し、ロック部材４６の係止部４６ａがロック爪３９より下
に達するとスライダー３７が引張コイルバネ４５の付勢力によって左方へ移動し、ロック
爪３９がロック部材４６の係止部４６ａに上側から係止される。これによって、カバー体
４は図１に示す閉塞位置にロックされる。
【００６９】
カバー体４の閉塞位置へのロックの解除は、情報信号の記録動作が行われていないときに
オープン摘子３６を右方へ移動させることにより行うことができる。オープン摘子３６を
右方へ移動させると、押圧片３６ｂによって圧縮コイルバネ４４が右方へ押圧され、これ
によりスライダー３７が引張コイルバネ４５の付勢力に抗して右方へ移動されてロック爪
３９がロック部材４６の係止部４６ａから外れる。そして、ロック爪３９がロック部材４
６の係止部４６ａから外れると、カバー体４は上記ホルダー６に設けられた後述する弾発
手段により僅かに上方へ回動され、その後、カバー体４の前端部を持ち上げることにより
図３及び図１８に示す開放位置まで回動させることができる。このとき、引張コイルバネ
４５の引張力が圧縮コイルバネ４４の伸張力より弱くされているので、圧縮コイルバネ４
４は圧縮せず、引張コイルバネ４５が伸長されてスライダー３７が右方へ移動する。また
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、オープン摘子３６に加えていた力を除けば、オープン摘子３６及びスライダー３７は引
張コイルバネ４５の付勢力によって左方に戻る。
【００７０】
上記したように、記録釦１１ｂが操作されると、回転駆動機構の駆動によってピニオン２
５が回転され、図２１に示すように後方側に位置されていた上記規制レバー２６が前方へ
移動され、移動範囲の前端である記録位置に達する（図２２参照）。このとき操作者が誤
ってカバー体４を開放しようとしても該カバー体４は開放されないようになっている。
【００７１】
即ち、情報信号の記録中に、オープン摘子３６を矢印Ｒ方向へ移動させると、スライダー
３７は所定量だけ移動されたところで被規制突部４３が記録位置に達している規制レバー
２６に当接し、スライダー３７の矢印Ｒ方向への移動が規制される（図２２参照）。この
スライダー３７の移動が規制された状態においては、ロック爪３９とカバー体４に取着さ
れたロック部材４６との係合は解除されておらず、従って、カバー体４は開放されず閉塞
位置にロックされたままである。
【００７２】
このように情報信号の記録中に、オープン摘子３６を矢印Ｒ方向へ移動させても、カバー
体４が誤って開放されるようなことがないため、記録動作が中断されてＴＯＣ情報が書き
込まれないという不具合を回避することができる。
【００７３】
スライダー３７の移動が規制レバー２６によって規制された状態において、操作者がさら
にオープン摘子３６を矢印Ｒ方向へ操作しようとすると、スライダー３７は規制レバー２
６によって移動が規制されているためこれ以上矢印Ｒ方向へ移動されないが、オープン摘
子３６は押圧片３６ｂが圧縮コイルバネ４４の他端を押圧するため、該圧縮コイルバネ４
４が圧縮される分矢印Ｒ方向へ移動される（図２３参照）。従って、このように操作者が
スライダー３７の移動が規制された状態から必要以上にオープン摘子３６をスライド操作
してカバー体４のロック解除を行おうとしても、操作者に違和感を与えず、また、操作者
の誤解による機構の破損を防止することができる。
【００７４】
ディスク記録再生装置１にあっては、上記した記録動作が中断されてＴＯＣ情報が書き込
まれないという不具合の回避と、必要以上にオープン摘子３６をスライド操作したときの
操作者の違和感の発生の防止及び操作者の誤解による機構の破損の防止という効果を、オ
ープン摘子３６、スライダー３７、規制レバー２６及び圧縮コイルバネ４４という必要最
小限の部品のみによって行っている。従って、ディスク記録再生装置１にあっては、部品
点数の削減及びこれによる各部品の組付作業の効率の向上を図ることができる。
【００７５】
また、ディスク記録再生装置１にあっては、必要以上にオープン摘子３６をスライド操作
したときに付勢手段として圧縮コイルバネ４４を用いこれを圧縮させることによって操作
者の違和感の発生の防止及び操作者の誤解による機構の破損の防止を図っている。付勢手
段としては圧縮コイルバネ４４に代えて引張コイルバネを用いることも可能であるが、引
張コイルバネを用いた場合にはその両端部にそれぞれ引掛部を設けなければならず、同様
の材料を用い同じ線径及びコイル径にして圧縮コイルバネ４４と同様のバネ力を得ようと
するとしたときには、引掛部を設ける分、バネの軸方向における配置スペースを大きくせ
ざるを得ず、装置全体が大きくなってしまい易い。従って、上記のように付勢手段として
圧縮コイルバネ４４を用いることにより、ディスク記録再生装置１の小型化を図ることが
できる。
【００７６】
また、引張コイルバネを用いたときには、該引張コイルバネが伸長される分のバネの軸方
向における配置スペースが必要となり、やはり装置全体が大きくなってしまい易い。従っ
て、上記のように付勢手段として圧縮コイルバネ４４を用いることにより、ディスク記録
再生装置１の一層の小型化を図ることができる。
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【００７７】
尚、オープン摘子３６はディスクテーブル１９に装着された記録媒体のアンローディング
を行うための操作部であり、オープン摘子３６を介して動作されるスライダー３７の動作
を規制することによりカバー体４の不必要な開放を容易に防止することができる。
【００７８】
ホルダー６は後端部を支点としてメカシャーシ５に回動自在に支持され、バネ弾性を有す
る板状の金属材料により形成されている（図５参照）。ホルダー６は、天板部４７の両側
縁から側面板部４８、４９が垂設され、該側面板部４８、４９の下縁から互いに近づく方
向へ向けて受け板部５０、５０が突設されて成る。そして、天板部４７と側面板部４８、
４９と受け板部５０、５０とから成る扁平な空間内に後述するディスクカートリッジが挿
入されて保持される。
【００７９】
ホルダー６の側面板部４８、４９の前端部上縁にはそれぞれ外方へ向かって引掛片４８ａ
、４９ａが突設されている（図５参照）。そして、引掛片４８ａ、４９ａは上記カバー体
４に形成された図示しない枠状を為す引掛部に引っかけられるようになっている。即ち、
ホルダー６が装着位置にあると共にカバー体４が閉塞位置にある状態から、カバー体４が
稍開放位置へ向けて回動されたところでカバー体４の引掛部がホルダー６の引掛片４８ａ
、４９ａを引っ掛け、そこからさらにカバー体４が開放位置へ向けて回動されるのに従っ
てホルダー６が挿脱位置へ向けて回動されるようになっている。
【００８０】
ホルダー６の天板部４７には付勢手段としての２つのバネ部５１、５１が先端が稍上方に
位置するように切り起こし状に形成されている（図５参照）。バネ部５１、５１は先端側
の部分が二股に形成され、それぞれ幅広のカバー体押し上げ部５１ａ、５１ａと幅狭のカ
ートリッジ押さえ部５１ｂ、５１ｂとして形成されている。そして、カバー体押し上げ部
５１ａ、５１ａの方がカートリッジ押さえ部５１ｂ、５１ｂより上側に位置している。
【００８１】
ホルダー６のバネ部５１、５１のカバー体押し上げ部５１ａ、５１ａは、一方のもの５１
ａがカバー体４の下面に弾接され、他方のもの５１ａが上記操作回路基板１４の挿通孔１
４ｃを挿通された操作部９の挿通部１０ｃの下面に弾接されている。
【００８２】
ホルダー６の右側の側面部４９の前端寄りの部分には内側へ突出されたシャッター戻しバ
ネ４９ｂが打ち出し状に形成されている（図５参照）。そして、ホルダー６の右側の側面
部４９の後端寄りの部分には内方へ突出された図示しないシャッター開放片が設けられて
いる。
【００８３】
ホルダー６の天板部４７には、メカシャーシ５の開口部５ａに対応した位置に大きなヘッ
ド挿入孔４７ａが形成されている（図５参照）。そして、天板部４７には、ヘッド挿入孔
４７ａの後縁に近接した位置にヘッドシフト板５２が回動自在に支持され、該ヘッドシフ
ト板５２はヘッド挿入孔４７ａ側に突出されている。
【００８４】
天板部４７にはシフト板戻しバネ４９ｃが一体に形成され、該シフト板戻しバネ４９ｃの
先端部がヘッドシフト板５２に下側から弾接されている（図５参照）。従って、ヘッドシ
フト板５２は前端部が略上方へ付勢されている。
【００８５】
磁気ヘッド装置５３は、ヘッド支持アーム５４と該ヘッド支持アーム５４の先端部の下方
への過剰な変位を規制するアーム支持板５５とを有しており、ヘッド支持アーム５４の先
端部に磁気ヘッド５６が支持されている（図５及び図２４参照）。
【００８６】
ヘッド支持アーム５４は弾性を有する薄い金属板を打ち抜いて形成されている。アーム支
持板５５はＬ字状に折り曲げられた先端部５５ａがヘッド支持アーム５４の先端側の下面
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を支持し、アーム支持板５５とヘッド支持アーム５４の基端部が共に側面形状でコ字状を
した連結部材５７の上端部５７ａに取り付けられている。そして、連結部材５７の下端部
５７ｂは上記光学ピックアップ２０の下面に固定されており、これにより磁気ヘッド装置
５３は光学ピックアップ２０と一体となって光磁気ディスクの半径方向に移動される（図
１３及び図１４参照）。
【００８７】
ディスクカートリッジ１００は、矩形の扁平な箱状をしたケース体１０１内に光磁気ディ
スク１０２が回転可能に収納されて成る（図３参照）。ケース体１０１の下面の中心部に
は図示しない中心孔が形成され、該中心孔の側方に図示しない透過孔が形成されている。
ケース体１０１の上面には、透過孔に対応した位置に上記磁気ヘッド５６が挿入されるヘ
ッドアクセス孔１０１ａが形成されている。
【００８８】
ケース体１０１には、透過孔及びヘッドアクセス孔１０１ａを開閉するシャッター１０３
がスライド自在に支持されている。そして、ケース体１０１のシャッター１０３が支持さ
れた側の側面には、溝１０１ｂが形成されている。また、シャッター１０３の側面部には
係合孔１０３ａが形成されている。尚、シャッター１０３は、透過孔及びヘッドアクセス
孔１０１ａを閉塞した状態において、ケース体１０１内に設けられた図示しないロック機
構によってロックされている。
【００８９】
以下に、上記ディスク記録再生装置１の動作について説明する。
【００９０】
図１に示す状態はカバー体４が閉塞された状態であり、この状態で光磁気ディスク１０２
に対する記録又は再生が為され、また、停止時もこの状態である。
【００９１】
停止時において、図１に示す状態からオープン摘子３６を右方へ移動させると、上記した
ようにスライダー３７のロック爪３９とカバー体４に取着されたロック部材４６の係止部
４６ａとの係合が解除されカバー体４のロックが解除される。ロック爪３９と係止部４６
ａとの係合が解除されると、カバー体４が閉塞位置にあることによってカバー体４によっ
て押圧されて変形されていたホルダー６のバネ部５１、５１の弾発力により、カバー体４
が僅かに開放位置へ向けて回動される。そこで、カバー体４の前端部を持ち上げると、カ
バー体４は図３に示す開放位置まで回動され、該カバー体４の引掛部によって引掛片４８
ａ、４９ａが引っ張り上げられてホルダー６が図３に示す挿脱位置まで回動される。
【００９２】
上記のように、ホルダー６のバネ部５１、５１のカバー体押し上げ部５１ａ、５１ａは、
一方のもの５１ａがカバー体４の下面に弾接され、他方のもの５１ａが上記操作回路基板
１４の挿通孔１４ｃを挿通された操作部９の挿通部１０ｃの下面に弾接されているため、
ホルダー６が図３に示す挿脱位置に達したときには、カバー体４の引掛部と引掛片４８ａ
、４９ａとが係合した状態で、ホルダー６がカバー体４から稍下方へ離間される。従って
、ホルダー６に対するディスクカートリッジ１００の挿入及び取出を行い易くなる。
【００９３】
次に、ディスクカートリッジ１００をホルダー６内に挿入する。
【００９４】
ディスクカートリッジ１００をホルダー６内に挿入していくと、ホルダー６の右側の側面
部４９に形成されたシャッター開放片が相対的にディスクカートリッジ１００の溝１０１
ｂ内を前方へ移動され、シャッター１０３のロックを解除し、引き続きシャッター１０３
の端縁を押圧して該シャッター１０２が開放されていく。そして、シャッター１０３が開
放されるとシャッター戻しバネ４９ｂがシャッター１０３の係合孔１０３ａに係合され、
ディスクカートリッジ１００がホルダー６内において保持される。
【００９５】
次に、カバー体４を閉塞位置へ向けて回動すると、ディスクカートリッジ１００のケース
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体１０１の中心孔から上記ディスクテーブル１９が挿入されて該ディスクテーブル１９に
光磁気ディスク１０２が装着される。同時にロック部材４６の係止部４６ａにロック爪３
９が係合し、カバー体４が閉塞位置にロックされる。
【００９６】
カバー体４が閉塞位置にロックされた状態においては、ホルダー６のバネ部５１、５１の
カバー体押し上げ部５１ａ、５１ａがそれぞれカバー体４の下面及び操作部９の挿通部１
０ｃによって下方へ押圧されており、これによりカートリッジ押さえ部５１ｂ、５１ｂが
天板部４７から稍下方へ突出される。従って、ホルダー６内に挿入されたディスクカート
リッジ１００のケース体１０１がカートリッジ押さえ部５１ｂ、５１ｂによって上方から
押さえられ、ホルダー６内におけるディスクカートリッジ１００のガタツキが防止される
。
【００９７】
光磁気ディスク１０２がディスクテーブル１９に装着され主釦１１ｅ、１１ｅ、１１ｅの
うちの再生釦１１ｅが押圧操作されると、スピンドルモーター１８の駆動によってディス
クテーブル１９が回転されて光磁気ディスク１０２が回転されると共に光学ピックアップ
２０が光磁気ディスク１０２の半径方向へ移動され２軸アクチュエーター２２の対物レン
ズを介してケース体１０１の透過孔を通って光磁気ディスク１０２にレーザー光が照射さ
れ、情報信号の再生が行われる。このとき磁気ヘッド装置５３は上方側に位置され磁気ヘ
ッド５６と光磁気ディスク１０２とは離間されている。また、上記規制レバー２６は移動
範囲における前端には移動されない。
【００９８】
一方、光磁気ディスク１０２がディスクテーブル１９に装着され記録釦１１ｂが押圧操作
されると、スピンドルモーター１８の駆動によってディスクテーブル１９が回転されて光
磁気ディスク１０２が回転されると共に光学ピックアップ２０が光磁気ディスク１０２の
半径方向へ移動され２軸アクチュエーター２２の対物レンズを介してケース体１０１の透
過孔を通って光磁気ディスク１０２にレーザー光が照射される。このとき、図示しない昇
降機構によってヘッドシフト板５２が回動され、磁気ヘッド５６がホルダー６のヘッド挿
入孔４７ａ及びディスクカートリッジ１００のヘッドアクセス孔１０１ａを挿入され、磁
気ヘッド５６が光磁気ディスク１０２に接触される（図１４参照）。従って、上記したよ
うに光磁気ディスク１０２にレーザー光が照射されると共に磁気ヘッド５６を介して光磁
気ディスク１０２に磁界が印可され、情報信号の記録が行われる。このとき、上記したよ
うに、規制レバー２６は移動範囲における前端に移動されている。
【００９９】
上記した情報信号の再生又は記録が終了され主釦１１ｅ、１１ｅ、１１ｅのうちの停止釦
１１ｅが押圧操作されると、ディスクテーブル１９の回転が停止されると共に光学ピック
アップ２０の駆動が停止されて再生動作が終了し、又は、ディスクテーブル１９の回転が
停止されると共に光学ピックアップ２０の駆動が停止される他、昇降機構によって磁気ヘ
ッド５６が光磁気ディスク１０２から上方へ離間され磁界の印加が停止されて記録動作が
終了する。
【０１００】
そして、オープン摘子３６を右方へ移動させることにより、スライダー３７のロック爪３
９とカバー体４に取着されたロック部材４６の係止部４６ａとの係合が解除されカバー体
４のロックが解除され、カバー体４が開放位置まで回動されたところで図示しないイジェ
クト機構によってディスクカートリッジ１００の一部がホルダー６から前方へ突出され、
ディスクカートリッジ１００を引き抜くことによりホルダー６から取り出すことができる
。
【０１０１】
尚、ディスクカートリッジ１００の一部が前方へ突出されるときには、係合孔１０３ａに
係合されているシャッター戻しバネ４９ｂが相対的に後方へ移動されシャッター１０３が
閉塞され、再びシャッター１０３はロック機構によってロックされる。そして、シャッタ
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ー開放片は相対的にディスクカートリッジ１００の溝１０１ｂ内を後方へ移動され、溝１
０１ｂから後方へ外れる。
【０１０２】
上記したように、ディスク記録再生装置１において各動作を実行するときには、所定の操
作釦１１、１１、・・・を操作する。ディスク記録再生装置１にあっては、コストの低減
を図るために外筐２を樹脂材料によって形成しているが、外筐を金属材料によって形成し
た場合に比し静電気が外筐２の内部の回路に影響を与え易くなる。そこで、ディスク記録
再生装置１においては、静電気の影響を防止するために、以下のような２つのアース経路
を設けて、耐静電気対策を施している。
【０１０３】
上記のように、操作回路基板１４の電気的接点１４ｄ、１４ｄ、１４ｄと操作部９の接続
用リブ１０ｂ、１０ｂ、１０ｂとが接触されており、操作回路基板１４の前端部に取り付
けられたフレキシブルプリント基板１７の他端部が制御回路基板２７に接続されている。
従って、操作者が操作釦１１、１１、・・・を押圧操作したときに、静電気は、メッキ処
理が施された操作部９（接続用リブ１０ｂ、１０ｂ、１０ｂ）→操作回路基板１４（電気
的接点１４ｄ、１４ｄ、１４ｄ）→フレキシブルプリント基板１７→制御回路基板２７と
いう第１のアース経路５８を流れていく（図２５参照）。
【０１０４】
上記のように、ホルダー６の他方のバネ部５１のカバー体押し上げ部５１ａが上記操作回
路基板１４の挿通孔１４ｃを挿通された操作部９の挿通部１０ｃの下面に弾接されている
。従って、操作者が操作釦１１、１１、・・・を押圧操作したときに、静電気は、メッキ
処理が施された操作部９（挿通部１０ｃ）→ホルダー６（カバー体押し上げ部５１ａ）→
ホルダー６を支持するメカシャーシ５→制御回路基板２７という第２のアース経路５９を
流れていく（図２５参照）。
【０１０５】
このように、ディスク記録再生装置１にあっては、第１のアース経路５８と第２のアース
経路５９とを静電気が流れていくため、これらの耐静電気対策により動作の信頼性を確保
した上で外筐２を樹脂材料によって形成することにより製造コストの低減を図ることがで
きる。
【０１０６】
また、ディスク記録再生装置１にあっては、上記したように、操作部９がカバー体４に配
置された状態において、接続用リブ１０ｂ、１０ｂ、１０ｂの下面が取付用ボス４ｂ、４
ｂ、４ｂの下面より僅かに下方に位置されるようにしているため、操作回路基板１４がカ
バー体４に取り付けられたときに操作回路基板１４の電気的接点１４ｄ、１４ｄ、１４ｄ
と操作部９の接続用リブ１０ｂ、１０ｂ、１０ｂとが確実に接触される。従って、第１の
アース経路５８が確実に形成され、耐静電気対策の信頼性の向上を図ることができる。
【０１０７】
さらに、ディスク記録再生装置１にあっては、もともとホルダー６に備わっているバネ部
５１のカバー体押し上げ部５１ａを操作部９の挿通部１０ｃに弾接させているため、第２
のアース経路５９を形成するために製造コストの増大を来たすことがなく、また、カバー
体押し上げ部５１ａの弾性を利用して確実に第２のアース経路５９が形成されるため、耐
静電気対策の信頼性の向上を図ることができる。
【０１０８】
尚、上記した実施の形態において示した各部の形状及び構造は、何れも本発明の実施に際
しての具体化のほんの一例を示したものに過ぎず、これらによって、本発明の技術的範囲
が限定的に解釈されることがあってはならないものである。
【０１０９】
【発明の効果】
　以上に記載したところから明らかなように、本発明記録装置は、記録媒体が装着される
装着部と、該装着部に装着された記録媒体に対して情報信号の記録を行う記録部と、装着
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部に装着された記録媒体のアンローディングを指示するアンローディング操作部と、付勢
手段を介してアンローディング操作部に連結されると共に操作されたアンローディング操
作部の移動に伴って外筐に対してアンローディング操作部の移動方向と同じ方向に移動さ
れて記録媒体をアンローディング可能とするスライダーと、上記記録媒体への情報信号の
記録時にスライダーの移動動作を規制し記録媒体のアンローディングを禁止する規制レバ
ーとを備え、上記記録媒体への情報信号の記録時にアンローディング操作部の操作に伴っ
て付勢手段を介して移動されたスライダーが規制レバーに当接されることにより記録媒体
のアンローディングが禁止され、スライダーが規制レバーに当接した状態においてアンロ
ーディング操作部が操作されたときに付勢手段が変形されて当該アンローディング操作部
が移動されるようにしたことを特徴とする。
【０１１０】
従って、記録動作が中断されてＴＯＣ情報が書き込まれないという不具合の回避と、必要
以上にアンローディング操作部を操作したときの操作者の違和感の発生の防止及び操作者
の誤解による機構の破損の防止という効果を、必要最小限の部品のみによって行うことが
でき、部品点数の削減及びこれによる各部品の組付作業の効率の向上を図ることができる
。
【０１１１】
　請求項２に記載した発明にあっては、上記付勢手段として圧縮コイルバネを用い、上記
スライダーに圧縮コイルバネの一端を受けるバネ受部を設け、操作されたアンローディン
グ操作部の移動に伴って該アンローディング操作部の一部とバネ受部との間で圧縮コイル
バネを圧縮可能としたので、付勢手段として引張コイルバネを用いた場合に比し、バネの
配置スペースが小さくて済み、記録装置の小型化を図ることができる。
【０１１２】
請求項３に記載した発明にあっては、上記外筐は本体ケースと該本体ケースを開閉するカ
バー体とを備え、アンローディング操作部の操作によってカバー体を動作させて本体ケー
スを開閉可能としたので、アンローディング操作部を介して動作されるスライダーの動作
を規制することによりカバー体の不必要な開放を容易に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図２乃至図２５と共に本発明をディスク記録再生装置に適用した実施の形態を示
すものであり、本図はディスク記録再生装置の斜視図である。
【図２】カバー体の平面図である。
【図３】本体ケースが開放された状態を示すディスク記録再生装置の概略斜視図である。
【図４】ディスク記録再生装置の内部の一部の構成を示す斜視図である。
【図５】ディスク記録再生装置の内部の一部の構成を示す斜視図である。
【図６】本体ケースと収納ケースとオープン摘子とを示す分解斜視図である。
【図７】カバー体と操作部と操作回路基板との関係を示す概略斜視図である。
【図８】操作部の拡大平面図である。
【図９】操作部の拡大底面図である。
【図１０】操作回路基板を示す概略拡大平面図である。
【図１１】操作回路基板がカバー体に取り付けられた状態を示す拡大断面図である。
【図１２】操作釦を操作している状態を示す平面図である。
【図１３】規制レバーが移動範囲における後端に位置されている状態を一部を断面にして
示す概略拡大側面図である。
【図１４】規制レバーが移動範囲における前端に位置されている状態を一部を断面にして
示す概略拡大側面図である。
【図１５】開閉蓋を開いた状態で電気的調整を行う状態を示す概略斜視図である。
【図１６】開閉蓋を取り外した状態で電気的調整を行う状態を示す概略斜視図である。
【図１７】本体ケースの拡大正面図である。
【図１８】本体ケースが開放された状態を示す拡大正面図である。
【図１９】スライダーの拡大正面図である。
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【図２０】スライダーとオープン摘子と圧縮コイルバネと引張コイルバネとを示す拡大分
解斜視図である。
【図２１】図２２及び図２３と共にスライダー等の動作を示すものであり、本図はオープ
ン摘子に対する操作が為される前の状態を示す拡大断面図である。
【図２２】オープン摘子の移動が規制レバーによって規制された状態を示す拡大断面図で
ある。
【図２３】オープン摘子の移動が規制レバーによって規制された状態から、さらにオープ
ン摘子に対する操作が為された状態を示す拡大断面図である。
【図２４】ディスク記録再生装置の内部の一部の構成を磁気ヘッド装置を分離した状態で
示す概略斜視図である。
【図２５】第１のアース経路と第２のアース経路とを概念的に示す拡大断面図である。
【図２６】図２７及び図２８と共に従来の記録再生装置におけるスライダー等の動作を示
すものであり、本図はオープン摘子に対する操作が為される前の状態を示す拡大断面図で
ある。
【図２７】オープン摘子の移動が規制レバーによって規制された状態を示す拡大断面図で
ある。
【図２８】オープン摘子の移動が規制レバーによって規制された状態から、さらにオープ
ン摘子に対する操作が為された状態を示す拡大断面図である。
【符号の説明】
　１…ディスク記録再生装置（記録装置）、３…本体ケース、４…カバー体、１９…ディ
スクテーブル（装着部）、２０…光学ピックアップ（記録部）、２６…規制レバー、３６
…オープン摘子（アンローディング操作部）、３７…スライダー、４１ａ…バネ受部、４
４…圧縮コイルバネ（付勢手段）、５３…磁気ヘッド装置（記録部）、１０２…光磁気デ
ィスク（記録媒体）

【図１】 【図２】
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